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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年３月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年７月１６日 ０１時３９分ごろ 

発生場所 山口県上関
かみのせき

町赤石鼻付近 

上関導灯（後灯）から真方位２３３°９１０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４９.５′ 東経１３２°０６.４′） 

事故の概要 引船第二光
こう

勝
しょう

丸は、バージSANYO
サ ン ヨ ー

をえい
．．

航して西進中、第二光勝丸

が浅所に乗り揚げた。 

第二光勝丸は、船底部外板に凹損を生じた。 

事故調査の経過  令和元年９月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第二光勝丸、１９トン 

   ２９１－３８２０８広島、光勝海運有限会社（船舶所有者）、

森海運株式会社（船舶借入人、Ａ社） 

   １５.４９ｍ（Lr）×４.８０ｍ×１.８３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５８８.４kＷ、平成１０年７月 

Ｂ バージ SANYO、総トン数不詳 

   なし、博成海運株式会社 

   ５０.０ｍ×２０.０ｍ×２.５ｍ、鋼 

   機関なし 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３９歳 

一級小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２７年１月１６日 

免許証交付日 平成２７年１月１６日 

         （令和２年１月１５日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ２７歳 

一級小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２４年９月１４日 

免許証交付日 平成２９年８月２２日 

           （令和４年９月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 



- 2 - 

 損傷 Ａ 船底部外板に凹損 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時、潮高 約１４８cm（大畠） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、クレーンポスト２基を積

載したＢ船をえい
．．

航して引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構

成し、令和元年７月１５日１４時００分ごろ山口県徳山下松港第３区

に向けて愛媛県東予
と う よ

港を出港した。 

Ａ船は、ＧＰＳプロッター及びレーダーを起動させ、甲板員Ａが、

１６日００時００分ごろ山口県周防
す お う

大島町沖家室
お き かむ ろ

島南方沖で船長Ａか

ら船橋当直を引き継ぎ、操舵室中央背面に取り付けられた椅子に腰を

掛けて単独で操船に当たり、同町屋代
や し ろ

島南方沖を約６.０～６.５ノッ

トの対地速力で自動操舵により西進した。 
船長Ａは、予定航路としている上関大橋下通過時は自身が操船に当

たる予定としていたので、甲板員Ａに対し、同橋手前になったら知ら

せるように指示し、操舵室後方のスペースに横になった。 

Ａ船引船列は、甲板員Ａが、上関町千葉
せ ん ば

埼南東方沖で、針路を赤石

鼻に向く真方位約２６９°とし、周囲に航行の支障となる船舶がいな

い中、航行を続けた。 

甲板員Ａは、舵
かじ

掛岩
かけいわ

灯標を右舷側に見て通過した後、上関大橋南東

方沖で同橋に向けて右転する予定で航行を続けていたところ、いつし

か居眠りに陥り、０１時３９分ごろ衝撃で目覚めてＡ船が赤石鼻付近

の浅所に乗り揚げたことを知った。 

船長Ａは、衝撃で目覚め、甲板員Ａと共にＡ船及びＢ船の浸水や油

流出の有無等を確認していたところ、来島海峡海上交通センターから

ＶＨＦ無線電話で安否確認の連絡を受けたが、Ａ船及びＢ船に航行の

支障となる損傷がなく、潮位が上がるのを待てば自力離礁できると思

い、問題ない旨を回答するとともに、Ａ社に本事故の発生を報告し

た。 

船長Ａは、潮位が上がるのを待っていたところ、０４時００分ごろ

海上保安庁の巡視艇が来たので、本事故の発生を伝えた。 

Ａ船は、０７時００分ごろ自力離礁し、Ａ船引船列は、海上保安庁

の巡視艇と共に徳山下松港第３区へ向かった。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ 

Ａ船 参照） 

 その他の事項 Ａ船の喫水は、船首約１.８ｍ、船尾約２.５ｍであった。 

甲板員Ａは、ふだん、当直中に眠気を感じた際は、飲み物を飲んだ

り、外に出て外気に当たったり、船長Ａを起こして操船を替わっても

らうなどの居眠り防止策をとっていたが、本事故時、眠気を感じなか

ったので、同防止策をとっていなかった。 
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甲板員Ａは、ふだんから睡眠時間が不規則な状態であったが、東予

港出港前日の１４日は休日で十分な睡眠時間を確保できており、疲労

を感じていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船引船列は、上関町南方沖を西進中、単独で操船に当たっていた

甲板員Ａが居眠りに陥り、上関大橋南東方沖の転針予定場所を通過し

て赤石鼻に向かって航行を続けたことから、Ａ船が赤石鼻付近の浅所

に乗り揚げたものと考えられる。 

甲板員Ａは、周囲に航行の支障となる船舶がいなかったこと、及び

椅子に腰を掛けた姿勢で自動操舵により航行していたことから、覚醒

水準が低下して居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船引船列が、上関町南方沖を西進中、単独で操

船に当たっていた甲板員Ａが居眠りに陥り、上関大橋南東方沖の転針

予定場所を通過して赤石鼻に向かって航行を続けたため、Ａ船が赤石

鼻付近の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船橋当直者は、夜間航行時、眠気を感じていなくても居眠りに陥

る危険性を考慮し、立って操船に当たったり、手動操舵に切り替

えたり、身体を動かしたり、外気に当たったりするなど、居眠り

を防止するための措置をとること。 

・船舶所有者は、船橋航海当直警報装置の設置が義務づけられてい

ない船舶においても、同装置を設置することが望ましい。 

・船長は、船舶事故が発生した際は、速やかに海上保安庁に通報す

ること。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 
 

時 刻 

（時：分：秒） 

船  位※  

対地針路※ 

（°） 

 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

00:00:31 033-50-23.1 132-18-30.6 270.4 5.9 

00:20:32 033-50-20.5 132-16-04.7 268.7 6.2 

00:40:38 033-50-16.8 132-13-35.6 263.0 6.1 

00:50:38 033-50-08.8 132-12-25.9 262.0 6.0 

00:59:28 033-50-00.2 132-11-20.3 262.8 6.4 

01:06:45 033-49-51.1 132-10-27.0 258.0 6.3 

01:11:35 033-49-44.5 132-09-50.9 254.6 6.1 

01:16:31 033-49-35.5 132-09-14.7 256.1 6.3 

01:20:33 033-49-31.4 132-08-43.7 265.2 6.6 

01:25:32 033-49-29.1 132-08-04.1 271.8 6.5 

01:29:32 033-49-29.7 132-07-34.4 272.9 6.1 

01:34:32 033-49-31.2 132-06-58.7 268.0 6.2 

01:37:31 033-49-30.8 132-06-35.8 269.2 6.2 

01:38:31 033-49-31.2 132-06-28.6 273.2 5.7 

06:09:34 033-49-31.0 132-06-24.2 117.8 0.0 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置である。また、対地針路は真方位である。 

 

 

写真１ Ａ船 

 

 


